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第一種 第二種 様式

□ ○ － 様式第3

□ － ○
様式第3
の2

□ ○ ○ 任意

□ ○ ○
発行元
様式

　＜製造者・承継方法別手続＞

譲渡 相続 合併 分割

新規許可
*1

承継届出
*2

承継届出
承継届出
*3

承継届出
承継届出
*2

承継届出
承継届出
*4

*1　第一種製造事業所の譲渡を受ける場合は、新たに製造許可を受ける必要がある。

*2　相続人。ただし、複数いる場合は全員の同意により承継すべき相続人を選定した者。

*3　許可の事業所の承継に限る。

*4　事業の全部を承継させるものに限る。

＜申請事業者担当者＞ ＜施工等に関する担当者＞

会社名・所属： 会社名・所属：

氏名（ふりがな）： 氏名（ふりがな）：

電話番号： 電話番号：

e-mail： e-mail：

第一種製造者
留
意
事
項

項目

第二種製造者

第一種・第二種製造事業の地位承継届出　提出書類一覧
兼　チェックリスト

①　第一種製造事業承継届書（法第10条、規則第9条）
　・第一種製造者の地位を承継した者は、遅滞なく、その字事
実を称する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なけ
ればならない。

③　事実を称する書面
・「譲渡」　→　譲渡契約書の写し等の譲渡の事実を証す
る書面
・「相続」　→　戸籍謄本、相続同意書等
・「合併」　→　合併契約書の写し、合併に係る株主総会
議事録の写し、法人登記簿等の合併の事実を証する書面
・「分割」　→　吸収分割契約書の写し、法人登記簿等の
分割の事実を証する書面

④　公的証明書（地位承継した事業者に係る分）
　・③で提出する場合は不要。
（法人の場合）法人の登記簿謄本又は登記事項証明書
　※法務局から交付を受けた原本を提出すること
（個人事業主の場合）住民票抄本
　※マイナンバーの記載はしないこと。
　※市役所等から交付された原本を提出すること

提出書類名

②　第二種製造事業承継届書（法第10条の２、規則第9条
の２）
・第二種製造者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を
称する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければ
ならない。


